
JP 5498719 B2 2014.5.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁放射を検出するための装置であって、
　基板（１）と、
　前記放射に対して感応し、及び前記基板と実質的に対向して及び離れて伸長している薄
膜（２）を備えた少なくとも一つのマイクロ構造であって、前記薄膜は、少なくとも二つ
の細長く、軸が真っすぐなサポートレッグ（３，３Ｂ，３Ｃ）に直接、または間接的に機
械的に取り付けられており、前記少なくとも二つのサポートレッグは互いに同一線上にあ
り、前記サポートレッグの少なくとも一つが前記基板（１）と一体である柱（１５）によ
って前記基板に機械的に接続されており、前記薄膜（２）は前記基板と電気的導通にもあ
るマイクロ構造と、を備えており、
　前記少なくとも二つの真っすぐなサポートレッグ（３，３Ｂ，３Ｃ）は、前記少なくと
も二つの真っすぐなサポートレッグ（３，３Ｂ，３Ｃ）の各々の端部に取り付けられる機
械的コネクタ（２０，２０Ａ，２０Ｂ）によってのみ前記薄膜（２）に取り付けられ、前
記機械的コネクタ（２０，２０Ａ，２０Ｂ）は前記真っすぐなサポートレッグ及び前記薄
膜と必然的に同一平面上にあり、前記真っすぐなサポートレッグの少なくとも一つの他の
端部は、前記真っすぐなサポートレッグと必然的に同一平面上にある剛性な横材（４Ａ）
と一体であり、前記横材（４Ａ）は、
　・前記真っすぐなサポートレッグ及び前記薄膜と実質的に同一平面上にあり、
　・前記柱（１５）と一体である第１の部分を有しており、
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　・前記第１の部分及び前記真っすぐなサポートレッグと一体である第２の部分を有して
おり、
　前記第２の部分は、
　・細長い形状を有しており、
　・前記真っすぐなサポートレッグの真っすぐな軸に実質的に垂直に、第１の部分から伸
張していることを特徴とする電磁放射を検出するための装置。
【請求項２】
　前記真っすぐなサポートレッグ（３）は、前記薄膜（２）に直接取り付けられており、
前記真っすぐなサポートレッグの少なくとも一つは、前記薄膜、及び前記柱（１５）と電
気的導通にある前記横材（４Ａ）と電気的導通にもあることを特徴とする請求項１に記載
の電磁放射を検出するための装置。
【請求項３】
　前記剛性な横材（４Ａ）は二つの、または四つの隣接する薄膜（２）に共通であること
を特徴とする請求項１または２に記載の電磁放射を検出するための装置。
【請求項４】
　前記剛性な横材（４Ａ）の一端部は、前記柱（１５）と一体であり、及び前記剛性な横
材の他端部は、他の柱と一体であることを特徴とする請求項１または２に記載の電磁放射
を検出するための装置。
【請求項５】
　前記横材（４Ａ）は、前記真っすぐなサポートレッグの構成層と接触している剛性材料
の少なくとも一つの層によって形成されていることを特徴とする請求項１または２に記載
の電磁放射を検出するための装置。
【請求項６】
　前記横材（４Ａ）は前記柱（１５）と電気的導通にあり、前記柱は導電性であり、それ
によって前記基板の表面上のコンタクトと前記薄膜内の電気的機能との間の全体の電気的
連続性を保証していることを特徴とする請求項１または２に記載の電磁放射を検出するた
めの装置。
【請求項７】
　前記真っすぐなサポートレッグ（３，３Ａ）の各々は、互いに同一線上にあり、且つ前
記真っすぐなサポートレッグ及び前記薄膜と実質的に同一平面にある中間レッグ（３Ｂ）
により前記薄膜（２）に間接的に取り付けられ、前記中間レッグの各々は前記まっすぐな
サポートレッグに平行であり、前記中間レッグの一端部は前記薄膜と一体である第２の剛
性な横材（４Ｂ）に取り付けられており、前記中間レッグの他端部は、機械的なコネクタ
要素（２０，２０Ａ）によって前記真っすぐなサポートレッグに取り付けられていること
を特徴とする請求項１に記載の電磁放射を検出するための装置。
【請求項８】
　前記第２の横材（４Ｂ）は前記薄膜（２）と一体であり、同様に前記薄膜と一体であり
、及び同一平面にある剛性要素（３０）によって取り付けられていることを特徴とする請
求項７に記載の電磁放射を検出するための装置。
【請求項９】
　薄膜（２）は、連続的な剛性フレームを備えており、前記フレームの二つの対向する側
面は延長部を有しており、前記延長部の一つは、前記中間レッグ（３Ｂ）への取り付けを
提供することのできる前記第２の横材（４Ｂ）を形成していることを特徴とする請求項７
に記載の電磁放射を検出するための装置。
【請求項１０】
　前記真っすぐなサポートレッグ（３，３Ａ）の各々は、互いに同一線上にあり、且つ前
記真っすぐなサポートレッグ及び前記薄膜と実質的に同一平面にある中間レッグ（３Ｂ）
により前記薄膜（２）に間接的に取り付けられ、前記中間レッグの各々は前記まっすぐな
サポートレッグと平行であり、前記中間レッグの一端部は第２の剛性な横材（４Ｂ）に取
り付けられており、前記中間レッグの他端部は機械的なコネクタ要素（２０，２０Ａ）に
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よって前記真っすぐなサポートレッグに取り付けられており、前記第２の横材（４Ｂ）は
、前記真っすぐなサポートレッグ（３，３Ａ）及び前記中間レッグ（３Ｂ）に平行である
第３のレッグ（３Ｃ）を経由して前記薄膜に接続されており、前記第３のレッグの一端部
は前記第２の横材に取り付けられており、及び前記第３のレッグの他端部は、第２の機械
的なコネクタ要素（２０Ｂ）の位置で前記薄膜と一体であることを特徴とする請求項１に
記載の電磁放射を検出するための装置。
【請求項１１】
　前記横材の幅は、それらが取り付けられるレッグの長さと比較して無視できることを特
徴とする請求項１または２に記載の電磁放射を検出するための装置。
【請求項１２】
　前記横材の幅は、少なくとも前記真っすぐなサポートレッグに結合される端部で、前記
真っすぐなサポートレッグの幅と同じオーダであることを特徴とする請求項１または２に
記載の電磁放射を検出するための装置。
【請求項１３】
　前記横材の前記第２の部分の幅は、０．３から１μｍであることを特徴とする請求項１
に記載の電磁放射を検出するための装置。
【請求項１４】
　前記横材の前記第２の部分の幅は、それらの間で一体となる重なり合ったアンカーポイ
ントで前記サポートレッグの幅と実質的に等しいことを特徴とする請求項１に記載の電磁
放射を検出するための装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁放射の検出の分野に関しており、より正確に言えば、イメージングと熱
高温測定に関している。より詳しくは、本発明は、基本の熱検出器の配列を備えた赤外放
射を検出するための装置に関している。
【背景技術】
【０００２】
　赤外線イメージングまたはサーモグラフィ（高温測定）のために使用される検出器の分
野において、極めて低温でのみ操作ができる「量子検出器」として参照される検出装置と
対照的に、配列の形態で構成され、及び大気温度、すなわち極めて低温まで冷却する必要
もなく操作ができる装置の使用は知られている。一般的に、非冷却検出器は「熱検出器」
として参照される。
【０００３】
　これらの検出器は従来的に、適切な材料の物理量の変化量、または３００Ｋ付近の温度
に応じて適切な材料の集合を利用する。最も広く用いられた放射検出器（ｂｏｌｏｍｅｔ
ｒｉｃ　ｄｅｔｅｃｔｏｒ）の具体的な場合において、この物理量は電気抵抗であるが、
誘電定数、極性、熱膨張、反射率などのような他の値も利用されうる。
【０００４】
　そのような非冷却検出器は、
　‐熱放射を吸収し、及びそれを熱に変換する手段と、
　‐熱放射の効果に起因して温度が上昇できるように、前記検出器を熱的に分離する手段
と、
　‐放射検出器との関連で、抵抗素子を使用する温度測定手段であって、前記抵抗は温度
と共に変化する温度測定手段と、
　‐及び温度測定手段によって提供された電気的信号を読み取る手段と
　を備えている。
【０００５】
　熱または赤外線イメージングのために設計された検出器は、基本の検出器の一次または
二次元配列として従来的に提供され、前記検出器は、一般的にシリコンからなる基板上に
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、サポートレッグによってサスペンドされている。
【０００６】
　前記基板は、基本の検出器を連続してアドレスする手段と、基本の検出器を電気的に励
起する手段と、及びこれらの基本の検出器によって生成された電気的信号を前処理する手
段を一般的に組み込んでいる。この基板及び統合された手段は、「読み出し回路」として
一般的に参照される。
【０００７】
　この検出器を使用する状況を得るために、基本の検出器の配列の上へ適切な光学を通し
て前記状況が計画され、及び前記基本の検出器のそれぞれによって達成される温度の画像
を構成する電気的信号を得るために、時間測定された電気刺激（ｃｌｏｃｋｅｄ　ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃａｌ　ｓｔｉｍｕｌｉ）が前記読み出し回路を経て各基本の検出器、または検
出器の各配列に適用される。
【０００８】
　基本の検出器は、「レッグ」として一般的に参照されている熱的に分離するサポート構
造の補助と共に、基板と平行に固定してサスペンドされている（０．１から０．５μｍの
オーダの）薄い薄膜によって形成される。これらの構造の少なくともいくつかは、前記読
み出し回路の表面上に作られたコンタクトと、前記薄膜の電気的な活性部分との間の電気
的なリンクとしても作用する。感応性材料に加えて、前記薄膜は、一般的に基板の表面上
に配置された反射材と併せて、例えば、適切なシート抵抗を有する導電層を用いて、検出
される熱放射の吸収を最大化するために用いられる材料からなる。この反射材は、４分の
１波長効果により、一般的に８から１４μｍの所定の波長付近の吸収を増加させるために
設計される。前記薄膜と反射材の間のギャップは、結果として２から２．５μｍに調節さ
れる。これらのタイプの構造は当該分野の技術者に非常に精通している。
【０００９】
　そのような検出器の必須の性能は、その熱分解能またはＮＥＤＴ（雑音等価差温（Ｎｏ
ｉｓｅ　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）
として表される）によって表現される。この量は、薄膜と、本質的に一定な温度で保たれ
た基板との間で見られる熱抵抗Ｒｔｈによって最初に決定される。
【００１０】
　この量Ｒｔｈは本質的に、構成材料とサポートレッグの形状によって決定される。これ
らのレッグの一端は、前記薄膜の本体と一体になり、これらのレッグの他端は、中間の固
着構造と一体になっている。量Ｒｔｈは、（単純化の目的のためにそれらは単一材料で作
られたと仮定して）レッグの長さに一次の比例であり、幅及び厚さに反比例する。それ故
、高い熱抵抗性を有し、及び前記レッグの構成材料として非常に硬い材料を利用すること
が望ましい。シリコン窒化物はこの観点から非常に適しており、それ故、前記読み出し回
路の表面上に形成された少なくとも二つの接点と、前記基本検出器の薄膜の電気的活性構
造との間の電気的導通を確保するために、基本検出器あたり少なくとも二つのレッグと必
然的に一体となる非常に薄い（数ナノメーターの）導電性層と共に広く用いられる。
【００１１】
　最適な性能を得ることで直面した主な問題は、サスペンドされた感応性薄膜の幾何学的
安定性を満足させると同時に、最大の熱抵抗を決定することである。実際、レッグの厚さ
及び幅の減少、及びそれらの長さの増加は、剛性が不十分となる域を超えて限界に達して
いる。言い換えると、弾性変形は過剰となり、及び基板の上の薄膜を正確に保護すること
、４分の１波長シートの厚さは均一性を得るために本質的に均一であるべきであるという
事実を踏まえて、一つの検出器から他への分光応答度を一定にすることを不可能にしてい
る。
【００１２】
　この問題を解決するために採用された通常の解法は、レッグの取り付け位置と、レッグ
が薄膜の一つまたは二つまたはそれ以上の隣接端に沿って薄膜に結合する位置との間のレ
ッグの長さを増加させることによって長さパラメータに焦点を合わせることである。この
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ねじれた確証は、２５μｍの端サイズを有する典型的な薄膜を効果的にサポートするため
に、少なくとも同一オーダの幅で問題としている分野において、相対的に厚い材料の利用
を必然的に要する。結果として、この概念は、結果として生じる剛性の欠損のため、実際
に達成されうるＲｔｈの値に関して本質的に制限される。
【００１３】
　さらには、この配置は、検出される放射エネルギーを収集する効率を表す構造の曲線因
子を制限する。実際に、このようにして長くされたレッグは、これがそれらの主要な目的
ではないため、基本検出器のフットプリント（ｆｏｏｔｐｒｉｎｔ）の一部を少なくとも
部分的に不活性化し、及びこの不活性化は、レッグが伸ばされる場合、全表面積に対して
比例的により大きくなる。
【００１４】
　この新しい問題に対する一つの解法は、第１の構造上のレベルを、例えば特許文献１、
特許文献２、または特許文献３において開示されているように、一般的に一つの端部に平
行で、交互に行き来してくねっているコイルの形態で、レッグを伸ばすことに献身するこ
とである。吸収性、感応性薄膜は第２の重複構造上のレベルで形成され、及びそれは基板
に固着される位置とは反対の下部レッグの端に接続される。これは、高い熱抵抗をもたら
すが、それにもかかわらずレッグの厚さ及び幅の制限されない減少は、上で述べた、及び
この場合においては悪化される機械的な理由により不可能なままである。もちろん、基板
と薄膜の間のレッグの存在は４分の１波長の共鳴効果を妨げるので、以下を製造すること
によって大幅に構造を複雑にすることが必要になる。
　‐現行のレッグ上に反射効果を引き起こすための高い反射率を有するいずれかのレッグ
。この効果は、不完全でなければならず、及び求められる目的に反しているレッグの熱導
電性の増加をもたらす。
　‐または、それ自身の固着点でサポートされ、及びレッグと薄膜の間の第３の中間構造
上のレベルで求められる目的に再度反しているせん孔が提供されたリフレクターを間に入
れることによって、大幅に構造を複雑にすることが必要になる。このタイプの構造は、例
えば特許文献４において述べられる。
【００１５】
　これらの極端に複雑な構造は、第１に、実行される必要のある非常に大きな数の技術的
工程、及びそれに関する避けられない低い歩留まり、及び第２に、それらが含んでいる工
程の多様性に起因する技術分散、により製造には高価となる装置をもたらす。
【００１６】
　この点において、より少ない制限を課す一つの解法は、それらの端部の一つが前記基板
に物理的に取り付けるように設計された固着構造によって保護されており、もう一つの端
部は薄膜の本体と一体になっており、これらのレッグを共線のペアで取り付けている直線
的なレッグを構築することだけを含んでいる。図１は、従来技術に関する構造のこのタイ
プの一般的な例を示している。少なくとも二つのレッグは導電性となるべきであり、前記
薄膜内で形成された抵抗をアドレスするために、読み出し回路の表面上に形成された接続
部とつながっている。二つのレッグのみを有するこのタイプの構造は、たとえば特許文献
５において述べられている。薄膜の機械的な保持力は、構造を複雑にするか、または実質
的に曲線因子（ｆｉｌｌ　ｆａｃｔｏｒ）を減少させる必要性もなく（たいていの材料に
対して１５から５０μｍのオーダであり、及びおおよそ２５μｍのエッジ寸法を有するピ
クセルである）もっと薄いレッグ厚さでも有効である。前記レッグ（または共通軸に沿っ
て配置されたレッグのペア）は端部、または薄膜の対角線の長さを超えないので、曲線因
子は高いままである。
【００１７】
　複雑化された構造に頼ることなく、良好な曲線因子を有する非常に高いＲｔｈ値を得る
ことは可能である。しかしながら、従来技術に関する前記制限が、一般的に２５μｍ以下
の配列を形成するために利用される基本検出器の場合において出くわす小さな並列ピッチ
と共に再び現れる。第１に、基板上の固着点は、必然的に比較的硬く、及び物理的な理由
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のため本質的にレッグの軸に沿って配置されているので、それらの全体的なサイズは、前
記レッグの直線長さを制限する。同様に、前記固着点はたいてい、基本ピクセルのフット
プリント上で得られる表面領域と比べて非常に小さなピッチと共に無視のできない側面伸
長（基板の平面に平行な両寸法）で形成される。
【００１８】
　直面した構成制約の評価は、図１及び図２に関して以下で与えられる。２５μｍのピッ
チを有する検出器アレイの最も一般的な場合において、固着構造が図１に示されるような
二つの隣接した検出器にそれぞれ共通している好ましく実質的な場合を仮定し、及び固着
構造４がおおよそ５×５μｍの領域を占有し、レッグ３の対が全体で約１５から１７μｍ
まで伸びうると仮定し、３から５μｍのギャップはレッグの各対に薄膜を取り付けるため
に残される必要があると仮定する。これは、例えば特許文献５において示される従来技術
の他の実施形態のような二つのレッグよりもむしろ、図１による各薄膜が四つのレッグに
よってサポートされているにも関わらず、上で述べた他の構造可能性と比較して満足する
熱抵抗の形態をもたらす。
【００１９】
　幅及び厚さを減少することは、それらが他の技術的な制約によって課せられているため
比較的困難であるにも関わらず、この実行を１７μｍピッチの反復アレイへ移行させて、
レッグの対の全伸長は９から１１μｍを超えるべきではない。同様に、基本検出器の領域
に関連して放射エネルギーを収集する薄膜を伸長させるための有用な表面領域は、おおよ
そ１０から１５％まで減少され、前記目的は、常に最大性能を達成するためにあるので、
これは不利益をもたらしている。感応性に関する前記量は、４０から５０％まで減少され
る。基本検出器の表面領域上に入射する放射エネルギーは、常に２つ以上の要因によって
減少されるという事実を踏まえて、２５及び１７μｍのそれぞれのピッチを有する二つの
検出器が比較されるとき、これらの所見は、非常に小さなアレイピッチとともに感応性を
達成するための試みが非常に解決の難しいことを示している。
【００２０】
　好ましくはそれらの構造を複雑にすることなく、小さなアレイピッチに対する性能向上
を達成するために不可欠な要求は、それゆえ容易に明白になる。
【００２１】
　前記固着構造のこの寸法制限は、第１に、読み出し回路によって測定された電位と、サ
ポートレッグを経た前記薄膜の電気的機能との間で、確実に、及び統計的に、信頼できる
電気的導電性を得ることの必要性と、及び第２に、前記基板に対するアセンブリの機械的
な剛性を保証することの必要性と、に関している。固着構造を製造することは、いくつか
の材料の利用を要しており、それぞれが適宜に緩和することのできない印刷回路のアート
ワーク基準に応じた特定のリソグラフィ及びエッチング工程によって画定されるべきであ
る。おおよそ５×５μｍの最終的な全体サイズは十分であり、より厳しい技術及び検査を
利用して得られた４×４μｍの最終的な全体サイズは、通常の十分に試行された専門技術
を利用する良好な現実化妥協（ｒｅａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｒｏｍｉｓｅ）を示す
。
【００２２】
　それ故、本発明の目的は、アレイピッチ及び特に小さなアレイの反復ピッチに関わらず
、従来技術による検出器より良好な性能を提供するシンプルな構成の熱検出器を提供する
ことである。本発明は、第１の実施形態において前記基板への固着に対する構造レベルだ
けでなく、場合により累積的に、第２の実施形態において感応性薄膜にレッグの集積的な
取り付けのレベルで、高い熱抵抗の認識を避ける制限を克服することの問題を解決する。
この概念は、感応性においてより大きな進歩を得る第３の実施形態によって拡張されうる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２３】
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【特許文献１】米国特許第６，０３４，３７４号明細書
【特許文献２】米国特許第６，０９４，１２７号明細書
【特許文献３】米国特許第６，１４４，０３０号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００２／０１７９８３７号明細書
【特許文献５】米国特許第５，０２１，６６３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　これを達成するために、本発明の目的は、熱的に孤立しているレッグを基板に固着する
ために利用される位置、及び／またはレッグが薄膜の本体を結合する位置の具体的な配置
及び構成であり、アセンブリは、シンプルな製造の全ての利点を維持すると同時に、従来
技術に関連した形状の限定を克服する方法で単一の構造的なレベルで形成される。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明は、基板と、前記放射に対して感応し、及び前記基板と実質的に対向に及び離れ
て伸長している薄膜を備えた少なくとも一つのマイクロ構造であって、前記薄膜は、少な
くとも二つの縦長（ｌｏｎｇｉｌｉｎｅａｒ）で共線の固着要素、またはサポートレッグ
、に直接、または間接的に機械的に取り付けられており、少なくとも一つが中間の柱（ｐ
ｏｓｔ）によって前記基板に機械的に接続されており、前記薄膜は基板と電気的導通にも
あるマイクロ構造と、を備えている電磁放射、特に赤外線放射を検出するための装置に関
している。
【００２６】
　本発明によると、少なくとも二つの共線レッグは、必然的に前記レッグ及び前記薄膜と
同一平面上にある機械的コネクタによって直接または間接的に前記薄膜に取り付けられた
それらの端部の位置で互いに一体になっており、前記レッグの少なくとも一つの他の端部
は、前記レッグと実質的に同一平面状にある剛性な横材に取り付けられており、前記レッ
グの主要な次元に対して実質的に直角に伸びており、前記横材それ自身は、前記基板と一
体である柱と一体になっている。
【００２７】
　レッグを取り付ける本発明の独特の方法のために、横材及び柱よりなる固着点の全体の
サイズは、従来技術による装置と比較して減少している。
【００２８】
　本発明の第２の実施形態において、以下「第１のレッグ」として参照される前記レッグ
は、前記第１のレッグに平行である中間の共線レッグによって薄膜に直接取り付けられる
。前記レッグ及び前記薄膜と本質的に同一平面状にある前記薄膜と一体である横材の位置
で、それらの端の一つは薄膜に取り付けられている。前記中間のレッグの他の端は、機械
的なコネクタの位置で第１のレッグと一体になっている。
【００２９】
　第２の実施形態によると、単一の薄膜の前記横材は、薄膜と一体、及び同一平面上にあ
り、及び有利的に後者を構成する剛性要素によって互いに取り付けられている。後者の場
合において、横材を形成する一部に関連する弾性の移動を避けるために、薄膜はそれ自身
が十分に剛性であるべきである。なぜなら、そのような移動は、中間レッグを解放し、結
果として薄膜の保持力欠如をもたらすからである。
【００３０】
　上の実施形態の一つのバージョンにおいて、前記横材は薄膜上に直接互いに取り付けら
れない。それらは、レッグに平行である剛性で縦長な要素を通して互いに取り付けられて
おり、及び前のレッグに平行である二つの共線レッグの第３のセットにより薄膜に接続さ
れている。それらの端の一つは前記横材に取り付けられ、及びその他方の端は機械的コネ
クタの位置で前記薄膜に一体となっている。
【００３１】
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　有利的に、これらの様々な要素は、同一平面状にあるか、または実質的に同一平面上に
ある。
【００３２】
　本発明によると、それが柱に取り付けられた横材であるか、または薄膜に直接的にまた
は間接的に結び付けられた横材であるかに関わらず、横材は、レッグを構成する層及び薄
膜を構成する層と全体的に接触している剛性な材料の少なくとも一つの層によって形成さ
れている。この規定は、用語「実質的に同一平面上」を満足し、及びこれらの全ての層は
、それらが過渡的に互いに接着するように、いかなる中間の犠牲層もなしに互いに頂部に
堆積されることを示している。この横材は軸方向、つまりレッグの長さ方向に対して直角
で伸びた形状を有しており、及び基板に平行な同一平面に必然的に配置されている。全て
のこれらの要素がこの条件を考慮して提供された情報によって同一平面上であるこの設計
は、非常にシンプルな構成のアセンブリを保証するために導電性である。
【００３３】
　この横材は有利的に、少なくともレッグの端に接続されている端で、レッグの長さと比
較して無視できるほどの幅を有している。一般的に及び有利的に、それは、少なくともレ
ッグに接続された端で、レッグとほぼ同一である幅を有している。
【００３４】
　第１の実施形態において含まれた柱は、実質的に垂直（基板の表面に垂直な）な構造を
形成する。前記柱の下部は基板と一体であり、及び前記柱の上部は横材と一体である。
【００３５】
　この事実は良く知られているにも関わらず、薄膜は、横材と電気的連続性であるべき少
なくとも二つの導電レッグによってサポートされていることに注意すべきであり、前記横
材はそれらと一体化しており、及びこれはそれ故、少なくとも一つの導電層も備えている
。しかしながら、全ての横材がこの導電層で必ずしも提供されない。
【００３６】
　電気的な連続に置かれた前記横材は、基板の表面上のコンタクトと薄膜内の電気的機能
の間の全体の電気的連続性を保証するために、それ自身が導電性である柱と共に電気的連
続性であるべきである。しかしながら全ての柱が必ずしも導電性ではない。
【００３７】
　同様に、第２の実施形態において、少なくとも二つの導電性レッグは、薄膜の活性構造
と共に電気的連続性である少なくとも一つの導電層を備えている横材と一体である。
【００３８】
　全てのレッグではないが、薄膜に関連している横材及び柱は必然的に導電性である。当
業者であれば、今まで以上に詳しくこの態様を議論する必要も無く、本発明による検出器
の機能を得るために確立することを目的としている電気的連続性に依存して、導電性か、
または非導電性のどちらの構造が提供されるか容易に決定できる。
【００３９】
　第１の実装における横材と柱は、基板と共に実質的に等温である。言い換えると、検出
器が機能しているとき、横材と柱よりなる基板に関する固着構造の内部の観測可能な温度
差は、レッグの長さ上で起こる差と比較すると無視できる。この特徴は、例えば、図２及
び５における本発明のある実施形態における隣接する検出器間の熱の干渉を避けるように
なるとき好ましいが、必須ではなく、または本発明の好ましい特徴なだけである。
【００４０】
　同様に、第２の実施形態におけるサスペンドされた部分内に一体化された横材のそれぞ
れは、同じ条件において本質的に等温である。言い換えると、これらの構造のおかげで、
検出器が機能しているとき、それらの様々な部分の間、特に一つの端から他方まで大きな
温度の差がない。この特徴は、それらを熱的に孤立的なレッグを構成する設備から分離す
ることを可能にしている。
【００４１】
　横材に適用されるとき、本発明の背景において、「剛性な」と言う用語は、その一方で
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、前に示したように、高い性能の求められている目標を達成するために、特に小さな厚さ
及び幅を利用することが有利的であるので、剛性でないとみなされているレッグから欠如
している少なくとも一つの層の利用を示している。実質的に横材を形成するこの層、また
は層のセットは、検出器の通常の操作の間に、十分な変形ができない。これは一般的に、
前記横材が無い場合に、局所的に横材として同様の横の寸法を越えて伸長されたレッグを
有するケースではない。横材の厚さはそれ故、一般的にレッグのそれより実質的に大きく
、及び横材は好ましくは機械的に剛性な材料から形成される。
【００４２】
　有利的に、前記レッグの前記構成材料は、必要なときに容易に実現できる電気的連続性
を提供するため、及び前記レッグの端と前記構造の間の適切な機械的強度を提供し、直線
的に張力をかけた状態に保つため、実施形態に依存して、前記横材のフットプリントを越
えて前記柱の頂部まで、または前記薄膜の内側まで伸長する。
【００４３】
　本発明は以下の記述によってより容易に理解されるだろう。その詳細は、例として単に
与えられ、及び添付された図面に関して提供されており、ここで同一の参照番号は同一の
構成部材に関連している。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】先行技術による検出器要素のアレイアセンブリの一部の平面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態による検出器要素のアレイアセンブリの一部の平面図で
ある。
【図３】図２における実装による検出器の特徴的な態様に焦点を当てた概略斜視図である
。
【図４】図２で示される線ＡＡに沿った、特に好ましい実装による本発明の目的の対象軸
を通した詳細な断面積である。
【図５】本発明の第２の実施形態による検出器要素のアレイアセンブリの一部の平面図で
ある。
【図６】本発明の第１の実施形態の第１の変形による検出器要素のアレイアセンブリの一
部の平面図である。
【図７】本発明の第１の実施形態の第２の変形による検出器要素のアレイアセンブリの一
部の平面図である。
【図８】本発明の第２の実施形態の一つの変形による検出器要素のアレイアセンブリの一
部の平面図である。
【図９】図５における実装による検出器の特徴的な態様に焦点を当てた概略斜視図である
。
【図１０】図８における実装による検出器の特徴的な態様に焦点を当てた概略斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　図１は先行技術による検出器の配列の概略部分計画図であって、以下を示している。
　・初期基板１であって、全ての構造が集合的にその上に形成されている
　・並列配置された薄膜２であって、それは熱放射に感応性であり、及びそれらの左端及
び右端の中心位置で基板１の上にそれぞれサスペンドされている
　・共線構造を有するサポートレッグ３の対
　・固着構造４。この特定の場合において、各構造は二つの隣接するピクセルに共通して
いる。前記構造の内部に入れられた四角形は基板に接続するために用いられる柱を示して
いる。
【００４６】
　図２は、同一の構成要素を備えているが、基板への固着を可能にしている構造の構成及
び形状によって特徴付けられている本発明の第１実施形態による検出器の配列の部分計画
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図を示す。これらの構造は、薄膜２と対向するレッグ３の対の端部と、及び内部の四角形
によって示されている基板と接続するために用いられる柱、に取り付けられる横材（ｃｒ
ｏｓｓ　ｐｉｅｃｅ）４Ａを備えている。
【００４７】
　ここで、固着点の反対側に前記レッグの端部を互いに取り付ける機械コネクタ２０は、
特にシンプルな場合において、レッグが取り付けられる薄膜２が横に伸び出たものからな
る。材料の連続性のために、これらの要素は中心ピクセルを取り囲む図２におけるピクセ
ルに対して、前記薄膜から独立して示されておらず、あらゆる点で後者と全く一致してい
る。この場合、前記レッグの共線コネクタ２０の構成を決定する薄膜内で利用される材料
は、構造の全体的な安定性を保証するためにレッグの材料に取り付けられるべきである。
この取り付けは、図４で示されるようなこの接続領域内のレッグを構成する材料の少なく
とも一部を伸長することによって、有利的に得られる。単純化のために、図４は、同一の
材料１４が横材４、及びレッグコネクタ２０を形成するために用いられるが、これは何で
あれ決して本発明の独特の特性ではないと仮定する。どれほどの層がこの薄膜内で形成さ
れたかの詳細な説明は、この文献の範囲の外に収まる。
【００４８】
　図２及び５において、二つの隣接するピクセルに共通する固着構造だけを示すための画
定は、いくつかの可能な状況のうちの一つだけを示しており、それは本発明の説明のため
の記述を提供するのに十分であることが理解される。それぞれの薄膜を二つまたは四つ、
またはそれ以上の個別の固着点の補助でサポートすることは可能であり、それどころか本
発明の範囲を超えることなく、四つの隣接するピクセルの間に固着点の全て、またはいく
つかを共有することも可能である。
【００４９】
　図６は、ピクセルあたり（薄膜あたり）少なくとも一つの横材が、四つのピクセルに共
通であるこの第１の実装によって、本発明の第１の別の実施形態を提案している。図６は
、前記薄膜が四つの横材によって全てサポートされ、各横材は四つのピクセルに共通して
いる。本発明はこのようにして、ピクセルのフットプリントの内部でいくつかの固着点の
全体サイズを廃除することを可能にしている。この設計は、読み込みモードで選択ピクセ
ルのための具体的なスイッチが、周知の配置で基板内に形成される場合、図６において示
される状態でピクセルの個々の調製に関して機能的なだけである。
【００５０】
　図７は、ピクセルあたり少なくとも一つの横材が、その端部に配置された二つの柱と一
体化しているこの第１の実装による本発明の第２の別の実施形態を提案している。図７は
、全ての薄膜が、それぞれが特別な形状で作られている四つの横材によって囲まれている
状態を示している。この設計は、横材の剛性を向上することを可能にするか、または余分
な電気的または機械的接続を得ること、または非排他的な方法でレッグを基板に固着させ
る位置の熱化を修正すること、を可能にしている。同様に、前記横材と前記他の横材を一
体化するレッグの二つの共線対のうちの一つの間の電気的導通、すなわち、前記横材の二
つの端部の間の電気的導通は確立されうるか、または、それどころか、前記横材を構成す
る導電層のために確保された処理によって抑えられうる。
【００５１】
　これらの実施例の構築において、それら全てを明確に開示する必要もなく、本発明に従
って他のとりわけ特別な設計を推定することは可能である。
【００５２】
　前記薄膜の構成をここで詳細に述べる必要は無い。なぜなら、これらの当業者は必要な
全ての知識をすでに有しているからである。それにもかかわらず、本発明の本質的で、関
連する構造上の特性が以下で述べられる。
【００５３】
　一般的に、例えばドープされたアモルファスシリコン、または酸化バナジウムの合金で
あり、温度によってその中で変化する抵抗率を有する材料の少なくとも一つのいわゆる感
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応性または温度測定の層は、少なくとも一つの層、例えば、チタン、または窒化チタンの
少なくとも一つの層に関連しており、従って、そのようにして形成された放射抵抗の導電
性電極を定義する。熱放射の吸収は、所望の波長範囲での放射を吸収する材料の一つ以上
の層、例えば、窒化シリコンを用いるか、または、そのシート抵抗が電磁波を結びつける
のに適している場合、前記電極の導電性を直接使うことによって得られる。これらの原理
は技術文献で広く述べられている。
【００５４】
　レッグ３は、窒化ケイ素または酸化ケイ素または中間材料から一般的に作られた一つ以
上の機械的誘電体（非導電体）層を用いて一般的に製造される。少なくとも二つのレッグ
は、上述したように前記構造の電気的連続性を保証するために設計された導電層も備えて
いる。
【００５５】
　図３は、以下の内容を備えた本発明による構造の詳細を示している。
　・この特に好ましい場合において、二つの隣接する検出器にそれぞれ共通する固着位置
付近でのレッグ３の一部分
　・横材４Ａと柱１５を備えている固着位置
　・点線で示され、及び図の明確さのために透明で示された薄膜２の外形
【００５６】
　一つの非制限的な実施形態に関する構成は、図３及び４を参照して以下で説明される。
【００５７】
　製造工程は、アクセス開口（ａｃｃｅｓｓ　ｏｐｎｉｎｇｓ）が作られる誘電層６の全
体によって従来的に不動化された基板１の表面上に、導電層７を堆積することによって始
まる。
【００５８】
　前記工程は、好ましくは平坦化している層８を適用することによって続けられるが、そ
れは重大ではない。ポリイミド、または厚い無機物質タイプの堆積層はこの目的に適して
いる。この層は、２から４μｍのオーダの側面寸法、及び１．５から２μｍのオーダの基
板の表面に対する最終高さを有する柱と共に周知の適切な技術を利用して局所的に定義さ
れる。
【００５９】
　あらかじめ形成された柱を取り囲み、及び導電層７の端部に接触する反射金属層９がそ
れから堆積される。互いに隔離されているべきこれらの表面、特に読み出し回路への電気
的なアクセス位置は、従来のエッチングによって画定される。
【００６０】
　前記工程の最後で取り除かれることを目的としているという意味で、約１．５から２．
５μｍの厚さを有する犠牲平坦化材料の層１０が、一般的にスピンコーティングによって
前記構造に適用される。例えば、有機ポリイミド層が用いられる。それから、１０から５
０ナノメーターのオーダの厚さを有する酸化ケイ素、または窒化ケイ素、中間材の非常に
微細な誘電体層１１Ａが、この犠牲層の上に堆積され、それからレッグの電気的導通を保
証するために金属層１２が堆積され、及び前記薄膜内に他の可能な電気的機能が堆積され
る。
【００６１】
　それから、得られる機能に依存するその局所的な制限を定義するためにこの導電層を画
定する通常の手段が用いられ、それはここで述べられる必要はない。開口が層１１Ａ、１
２、層１０の残りの余分な厚さを通して、柱の上に垂直に作られる。有利的に１μｍかそ
れ以下の側部寸法に減少したこれらの開口は、層１３によって金属化され、それはそれか
ら前記開口の隣接した付近を除く全ての場所で取り除かれる。電気的導通は基板から層１
２、すなわち薄膜内で得られる。
【００６２】
　第２の誘電層１１Ｂは任意であるが、好ましくは堆積される。これは一般的に、その組
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成や厚さに関して層１１Ａと同一である。この層はそれから、電極及び感応性材料との接
触を確立させるために設計された表面から取り除かれ、これは図に示されておらず、及び
この表現の範囲外に出る具体的な特徴及び厚さに相当する構造の表面上に最終的に堆積さ
れる。
【００６３】
　図２おいて提案された構成に従って、少なくともこれらのコネクタ要素を構成する薄膜
の外側延長部のフットプリントを越えて、少なくとも一つの層、好ましくはレッグを構成
する全ての層の連続性を保護する場合、レッグの延長コネクタ要素の間の剛性機械的連続
性が自然に得られる。
【００６４】
　最後に、感応性材料は適切な方法、特にレッグによって占領された表面を取り除く方法
を用いて、及び該当する場合、構造４Ａの上に垂直に画定される。他の層、及び製造に特
有な材料、特に薄膜の機能は、加えられるか間に入れられ、及びある操作の詳しい程度は
、それがそのような変形の全ての詳細を述べるために必要であるかまたは有用であること
なしに、計画された設計に依存して変化しうる。何故なら、それらの要素は本発明の態様
として理解されず、その中での精神は所定の詳細からはっきりしているからである。
【００６５】
　いわゆる独特の横材構造は、５０から５００ナノメーターのオーダの厚さを有する、例
えば、窒化ケイ素、または酸化ケイ素、または中間材料、またはアモルファスシリコンよ
りなる一つ以上の層１４の堆積により仕上げられる。少なくとも前記レッグに結合される
端部での横材の外形は、一般的にレッグの幅、すなわち最新の技術を利用して０．３から
１マイクロメーターの間の幅とおおよそ同じである幅のエッチングによって得られる。ア
センブリ１４は、保護として、またはそれが金属の場合は後者に対して代替として、材料
１３の頂部で好ましくは保護される。
【００６６】
　前記薄膜及び前記レッグの形状定義は、下部の犠牲層に達するまでこれらの構造を構成
する様々な材料、いわゆる少なくとも１１Ｂ，１２，１１Ａのエッチングの次の操作によ
って同時に得られる。唯一の残っている作業は、施工手順を完了させるための従来の手段
によって犠牲層１０を取り除くことである。
【００６７】
　この描写に従って、それをサポートする横材及び柱の形成は、柱の上に垂直に２μｍの
オーダの側面長さ、及びレッグがその上に残る横材の端で０．３から０．５μｍのオーダ
の幅を有する表面領域を要する。すなわち、これは、先行技術の条件に一致する固着構造
よりずっと少ないスペースを要する。結果として、放射エネルギーを収集する薄膜の伸長
は、先行技術と比較してある程度まで促進されうる。このスペースの節約は、図５に関し
て以下で述べられた第二の実施形態における本発明の魅力性を強化することも明らかであ
る。
【００６８】
　前記柱とそれに関連した横材を得るために上で記載された技術は、効果的な実装のただ
一つの例である。この分野においてより普通であり、及び前もって柱は形成しないが、逆
に、前記基板の表面上に堆積された導電材料に達するまで、レッグを構成する層１１Ａ及
び１２を通って、それから層１０を通って開口を形成することを含む技術を用いることは
可能である。これらの開口はそれから、例えば、この記載において、層１３または層１３
に等しい全ての層によって金属化される。柱８の頂部を露出するために、前もって層１０
をより薄くさせることにより、第１の無機物層１１Ａが堆積されるとすぐに、柱１５の頂
部に横材を取り付けることも可能である。この結果を生み出すことが可能なドライエッチ
ング法は当業者にとって周知である。
【００６９】
　記載された好ましいアセンブリは、有利的に柱の頂部に至るまでレッグの構成材料を保
護し、それによって、可能な害となる機械的脆弱性を避け、及び必要なときにサポート横
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材の非常にシンプルな製造に結び付けられた容易な方法で、電気的連続性を保証する。一
つの変形として、例えば図３で示される一般的な形状の金属層１３を伸ばすことによって
、一つ以上の導電材料によって横材を形成することは可能である。柱の上に垂直にレッグ
の材料を保護する必要はもはやない。
【００７０】
　第二の有利的な構造の変形は、薄膜内の感応性放射材料が、横材の必須の材料を効果的
に構成することができる場合に得られる。これは一般的にアモルファスシリコンに適用さ
れる。この変形において、材料１４は薄膜内、及び感応性放射材料内の両方で、及び横材
の主な構成物質として用いられ、及びこれは全体的な構造の一般的なアセンブリを大幅に
単純化する。
【００７１】
　第三の変形において、材料１４は横材を作るために利用されるだけでなく、不活性なパ
ッシベーション材料として、または薄膜の活性構造に対して機械的な強化材として薄膜内
で用いられる。
【００７２】
　本発明の第２の実施形態が図５を参照して記載される。この実施形態において、参照番
号４Ｂで同定された剛性要素は、薄膜内に一体化される。言い換えれば、前記薄膜は、図
２及び３に関して記載された１４のような実質的に同一な種類である横材に取り付けられ
る。基板への固着を可能にする位置を形成するために、横材の利用の問題はもはや無く、
機械的な取り付け位置、及び必要なら、薄膜２上の電気的導通を形成するための横材を利
用することの問題がある。
【００７３】
　これらの剛性要素または横材の配置及び役割は、図５から容易に明らかとなり、及びそ
れらの組成は、すでに与えられた説明を念頭においている図４を外挿することによって容
易に明らかである。これらの様々な層、構成材料及び変形に関連した同様の操作、組成及
び設計は、この第二の実施形態に直接転用できる。
【００７４】
　図５の例において、レッグの各対の要素の間の機械的連続性は、レッグの二つの対に共
通している固体表面２０によって得られる。これらは、前記対が結合される位置に配置さ
れ、及び前記レッグを構成するものとして同様の材料からなる。この理由のために、部分
２０はそれ故、中心ピクセルを取り囲むピクセルに対して薄膜から分かれて示されず、全
ての観点において後者に一致している。他の詳細な形状、及び材料の異なる堆積は、例え
ば、層１４をはじめとして形成された追加の要素、または層１０の表面上で用いられる他
の組成が好まれる。
【００７５】
　この第２の実装では、レッグの一対の二つの横材の間の機械的剛性を提供することが特
徴である。例えば、この剛性は、上述した原理に関して形成された横材４Ｂを構成するア
センブリ１４の材料の直接の延長として薄膜２の端部上に位置された途切れない境界を有
する直角フレームによって得られる。
【００７６】
　図５で示されるような１から３μｍのオーダの幅で一般的に製造されるフレームの設計
は、レッグの対、極端に薄いレッグでさえ保護する所望の結果を作り出し、及び付随的で
あるが、有利的に、レッグに平行な軸の周りで曲がる方向に薄膜の剛性をもたらす単に一
つの実施例である。
【００７７】
　本発明に関する他の構成及び第２の実施形態は、例えば、レッグの単一ペアの二つの横
材を結合し、及び前のフレームのレッグに平行である端部に相当するアセンブリ１４より
なるレッグに平行である（フレームよりむしろ）バー３０を提供することによって得られ
うる。結局のところ、アセンブリ１４によって強化されない薄膜は、それ自身が十分に柔
軟性の無い場合、横材は、図５で示される長方形４Ｂにより結合されるこれらの部分だけ
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に限定されうる。横材が薄膜と結合する横材の端の如何なる延長は、レッグの単一ペアの
二つの横材の間に硬い機械的な取り付けをもたらすことを考慮することを基に決定される
べきである。これは、薄膜の具体的な構成的な特性に依存している。
【００７８】
　図９は、図５で提案された構成を基に、この点を明記している。基板に関する柱及び形
態は単純化のために示されていない。薄膜２はそれ自身が十分に固い場合、横材４Ｂは実
線で図５に示されており、十分に伸ばされている。点線で示されているバー３０は、十分
に長い一直線であり、及びこの剛性を促進させるために薄膜の端に有利的に加えられる。
この剛性アセンブリは、それから、加えられるものに依存し、及び点線で示されている部
分的または全体のフレーム３１によって補完される。薄膜の本体が十分に剛性である場合
、横材は、その連続層の直接結果である形態により直接画定されうる。
【００７９】
　第三の実装は図８で示される。この実装において、薄膜は第１の実施形態に対して上で
示されたように形成された機械的要素２０Ｂによって結合される共線のレッグ３Ｃの第１
の対によってサポートされる。第２の実装の説明において導入された前記要素またはバー
３０は、横材の対を取り付ける伸長した剛性な構造またはビーム３０を形成するために、
薄膜から分離されている。このように形成されたアセンブリに対するサポートは、要素２
０Ａにより対３Ａに取り付けられたレッグ３Ｂの対が残る横材４Ｂの他の端により、第２
の実装のために開示された構成において得られる。
【００８０】
　平行なレッグの対の代わりの発展を続けることは、前記薄膜の中心に関する限りはこれ
らの実施例を超えて説明された実装に従って可能である。しかしながら、前記アセンブリ
の形状安定性は、使用された層の機械的な特徴が習得され、及び感光性薄膜が、求められ
る最適化性能に一致する光学応答を作り出すために十分な表面領域を有するべきである範
囲によって限定される。この観点から、図８で示される実施形態は、強力な一つの利点を
有する。
【００８１】
　薄膜内で使用された感光性放射材料が、例えばアモルファスシリコンで作られる横材４
Ｂ及び剛性要素またはビーム３０の必須の組成であるアセンブリ１４の形成も可能にして
いる場合、一つの特別に有利的な設計が得られることが推測されうる。なぜなら、高い熱
分離検出器を得るために薄膜の本体と一体化した本発明に従って、レッグが薄膜と結合す
る位置の付近内か、または横材としてのビーム上でこの材料を形成するのに十分であるか
らである。
【００８２】
　このタイプの構成が図１０で示されている。それは図８と一致する構成を有する。この
特に有利的な場合において、バー３０及び全ての横材４Ａ及び４Ｂ、すなわち、（基板に
関連する形態のようであり、これらは単純化のために図示されていない）柱に取り付けら
れたそれらを含んでいる全ての横材４Ａ及び４Ｂは、それが感光材料を構成する場合、例
えば、薄膜内に有利的に存在する材料１４の同一のセットを利用して形成される。図１０
における特別な場合において、コネクタ要素２０Ａ及び２０Ｂは、レッグを構成する材料
で形成されるだけである。前に述べた通り、他の機能的な選択は可能である。
【００８３】
　例えば図８における派生した実装のほかに上述した発明の最初の二つの実装が同時に利
用され、及びいかなる困難もなしに単一の検出器に結合される。なぜなら、示されるよう
に、同一の原理及び技術が有利的に適用されうるからである。図５は、単一構造における
二つの実装の同時使用を含む適用の代表である。本発明は、図２で例示された第１の実施
形態一つを利用して得られた結果と比較するとレッグの長さを実質的に二倍すること、及
び図８において提案された例を利用してこの長さを３倍にすることでさえ可能である。示
されたような第１の実施形態は、非常に小さな繰り返しピッチを有するアレイ型検出器に
対して先行技術を４０から５０％まですでに促進している。この結果は、与えられた説明
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に従って、基板に固着するために利用された構造を構成する方法に部分的に関連しており
、及びそれは特に表面領域に関して空間節約となる。
【００８４】
　本発明はそれ故、機械的に実行可能で極端に長い等価なレッグ、いわゆる薄膜の端のサ
イズが実質的に二倍、または三倍でもあり、及び非常に薄く、及び狭いレッグを実現する
ことを可能にしている。熱抵抗に関して、この場合において得られた結果は特によく、そ
れはシンプルな構成を利用して達成される。なぜなら、元来の基板の上に一つの構造上の
レベルで展開された建物だからである。これは、最終的に、顕著により複雑であるアセン
ブリ、及び先行技術と比較できる製造歩留まりと比較すると、減少した製造コストをもた
らす。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　この発明は、検出する周波数バンド、またはイメージングボロメータ、及び参照のボロ
メータを製造するために利用される放射材料のタイプ、例えばアモルファスシリコン（ａ
‐Ｓｉ）、酸化バナジウム（Ｖｏｘ）（金属）に関わらず、放射検出器を利用するイメー
ジセンサーの分野における応用を有している。
【符号の説明】
【００８６】
　　１　初期基板
　　２　薄膜
　　３，３Ａ　サポートレッグ
　　３Ｂ　中間レッグ
　　３Ｃ　共線レッグ
　　４　固着構造
　　４Ａ，４Ｂ　横材
　　６　誘電層
　　７　導電層
　　８　層
　　９　反射金属層
　　１０　犠牲層
　　１１Ａ，１１Ｂ　誘電体層
　　１２，１３　金属層
　　１４　アセンブリ
　　１５　柱
　　２０　機械コネクタ
　　２０Ａ，２０Ｂ　コネクタ要素
　　３０　バー
　　３１　フレーム
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